
現状と課題

１.問題と目的

１.１.スクールカウンセラー導入以前のカウン

セリング活動

　スクールカウンセラー（以下、SCと略記）導

入以前の生徒の心のケアは担任、養護教諭、教

育相談、生徒指導等の教師が行ってきた（山田・

菊島，2007）。文部省も教師がカウンセリング活

動を行うことを期待して様々な施策を行ってき

た。例えば、保健室における相談活動に関する

調査研究事業（1990年より）、思春期の悩みに対

する支援活動事業（1993年度より）、教職員相談

活動推進事業（1994年より）などである。また、

大学における教員養成課程においても「教育職

員免許法」の改正（1990年）により必須科目と

して生徒指導に並列して「教育相談」が定められ、

教師のカウンセリング資質の向上が目指されてき

た。
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岡田（2001b）は、文部省が教師による「学校教

育相談」や「学校カウンセリング」の活動を必要

と認め推進してきており、様々な形で教師はカウ

ンセリングの素養を身につけて、児童生徒に接す

る努力を続けてきたと指摘する。

１.２.ＳＣ導入の背景

　近年の小・中学校では、いじめ、不登校、暴力

行為、学級崩壊、発達障害、虐待問題、学力低下

などの多岐にわたる問題を抱えている。このよう

な深刻な状況に対応するために文部省は、1992

年の「学校不適応対策調査研究協力者会議」や

1994年の「児童生徒の問題行動等に関する総合

的調査研究について」、また、1995年には「いじ

め対策緊急会議」を開き、学校におけるカウンセ

リングなどの機能の充実をはかるために実施する

「SC」について早期かつ効果的な実施が望まれる

と提言した（山田・菊島，2007）。

　これを受けて、1995年度から小・中・高等学

校に高度な専門性を有する、臨床心理士を「SC」

として派遣する「SC活用調査研究委託事業」と

証する都道府県・政令指定都市対象の委託事業を

開始した。この委託事業は2000年度で終了した
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が、文部省はこれを「概して好評」と評価（村

山・伊藤，2000）したこと、また、「SC の果た

す役割は極めて重要であり、子どもたちの心の問

題の多様化・複雑化という状況を踏まえるとす

べての子どもが SCに相談できる機会を設けてい

くことが望ましい」という提言（文部省，1998；

文科省，2009b）を受けて、2001年度から新た

に中学校へのSC配置計画を策定した（文部省，

1995；岡田，2001b）。

　さらに2009年度からは、これまでの SC事業

が単独事業から「学校・家庭・地域の連携協力推

進事業」という補助事業の中に含まれることに

なったが、小学校への配置拡大など配置校数は

増加傾向にある（村上，2009）。また、文科省の

2010年度の予算概算要求において、SCについて

は13億円増の53億円が盛り込まれている（農野，

2009）。

１.３.スクールソーシャルワーカー導入の背景

　先述のように1995年から SCが導入され、心

理的ケア、コンサルテーション、学校への新たな

視点の導入、相談室という新たな居場所の確保等

で一定の効用をあげたが、一方でその限界も見え

てきた。具体的には、学校・家庭・地域の連携

が強く叫ばれているが、個々の関係者が抱え込ん

でしまうことも多く、それぞれの立場を越えたコ

ーディネーターが必要と指摘されている（鵜飼， 

2001）。

　また、心の問題とともに、児童生徒の問題行

動の背景に、家庭や学校、友人、地域社会など

児童生徒を取り巻く環境の問題が複雑に絡み合

い、特に、学校だけでは解決困難なケースについ

ては、積極的に関係機関等と連携した対応が求め

られている背景もある（文科省，2008a）。さら

には、特別支援教育や外国人児童生徒への対応で

も専門的な観点からの支援が求められており、学

校現場におけるソーシャルワークのアプローチの

需要は高まっていることもあげられている（鵜飼，

2001）。

　これらを受けて、香川県や大阪府、滋賀県な

どでは独自のスクールソーシャルワーカー（以

下、SSWと略記）活動が展開されていき、文科

省も報告書等で一定の意義を認めるようになった。

2007年度には「問題を抱える子ども等の自立支

援事業」が開始され、この予算の中で SSWを活

用した事業も補助対象となった。そして、2008

年度より調査研究事業と位置づけ、国庫委託事業

として「スクールソーシャルワーカー活用事業」

が開始された（文科省，2008a）。

　しかし、2009年度は、「学校・家庭・地域の連

携協力推進事業」という補助事業の中に含まれる

ことになり、また、SC事業と同じ枠組みでの事

業となり、これまでの全額国庫負担で実施されて

きた本事業が３分の１に減額になった。その結果、

事業を中止したり、予算を縮小せざるを得なくな

ったりと、多くの自治体で継続実施に大きな影響

を受けることとなった（文科省，2009a；村上・

室林・清水，2010）。

　SC導入期、国は地方への委託事業として責任

を持って５年間その導入を支えてきたことと比べ

ると SSWの導入については、たった１年で、補

助事業に切り替えていることへの批判もある（浦

田， 2010）。この点について文科省は、国の委託

事業から地方への補助事業に変わったことにより、

今後は、事業の実施者である地方自治体がその実

情に応じ、主体的に取り組むことができるように

なると説明している（岡本，2009）。また、学校・

家庭・地域が連携して児童生徒の問題行動等への

対応を進めていくことができるようになり、これ

まで以上に、SSWに寄せられる期待やその役割

は拡がって行くものと思われると肯定的に捉えて

いる。

１.４.ＳＣとＳＳＷが協働にあたっての懸念

　以上のように、学校現場に、SCと SSWとい

う専門家が導入されたわけだが、SSW 活用事

業は、あまりにも突然のことであったため、想

像以上の混乱を招いているとの指摘もある（金

澤，2009）。また SSWの導入前から、導入を進

めた文科省自体が SCと SSWとの間にコンフリ

クト状態が生じ、子どもたちにとってマイナス

の影響が生じるとの懸念を示していた（文科省，

大橋智樹・今野　舞（34）



2008a）。そして、SSWの導入後も学校という場

面に関与して、一番効果の上がる形で活動しよう

とした場合、SCとかなり似た関わり方になって

いる場面もよくみられるという報告がなされてお

り（野田，2008）、SC と SSW が学校現場にお

いてうまく機能しているとはいえない状況にある。

SCと SSWの協働に関する研究では、ソーシャ

ルワーカーの視点からの SCと SSWの連携や協

働に関する論文はいくつかあるが（金澤，2009; 

合田，2009）、SC の視点からの SSW との連

携や協働に関する研究は見当たらない。SC と

SSWが学校現場でうまく機能していくためにも、

学校臨床の相談体制における現状について整理す

ることが必要だろう。その上でどのように役割分

担をしたり、連携したりしていくのが望ましいの

かということについて、SCの視点から考えてい

く必要があるといえよう。

１.５.本研究の目的

　本研究では、筆者らが活動している宮城県と仙

台市を中心に、学校臨床の相談体制における現状

の整理に基づき、課題を見出すことを目的とする。

特に、SCと SSWの現状把握に焦点を当てなが

ら、学校臨床に関わるさまざまな専門家が、どの

ような役割分担のもとで、どのように連携・協働

することが望ましいのかを考察する。

　なお、本研究においては、おもに文部科学省や

日本臨床心理士会等の報告書等に基づいて現状を

整理した。

２.学校現場における相談専門職

２.１.スクールカウンセラーの職務

　スクールカウンセラー（SC）とは、「臨床心理

に関して、高度に専門的な知識および経験を有し、

児童生徒のカウンセリングに当たる専門家であり、

児童生徒の心、内面に焦点を当てて問題解決に当

たる」とされ、具体的には以下のような役割を担

っている（文科省，2009a；文科省，2009b）。

①児童生徒に対する相談・助言

②保護者や教職員に対する相談（カウンセリン

グ・コンサルテーション）

③校内会議等への参加

④教職員や児童生徒への研修や講話

⑤相談者への心理的な見立てや対応

⑥ストレスチェックやストレスマネジメント等の

予防的対応

⑦事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒

の心のケア

　しかし、実際の学校現場での職務について伊藤

（2002）は、1996年度からの SC経験から、実際

の仕事を６つに分類している（合田，2009）。

①子どもの面接（カウンセリング）

②保護者の面接

③教師のコンサルテーション（子どもへの対応を

一緒に考える）

④外部との連携（教育センター、適応指導教室、

児童相談所、病院、警察少年課、青少年セン

ター、などへの紹介）

⑤研修、講演の実施（カウンセリング研修、事例

検討会、保護者対象講演会など）

⑥広報活動（ニューズレターの発行など）

　ここで文科省の定義と大きく違っているのが、

④と⑥についてであろう。特に④、⑤については、

後述する SSWの職務と類似した部分が大いにあ

る。

２.２.スクールソーシャルワーカーの職務

　スクールソーシャルワーカー（SSW）とは、

「教育分野に関する知識に加えて、社会福祉分野

等の専門的な知識、技術を用いて、問題を抱える

児童生徒等への支援を行う専門家であり、問題

行動等の背景にある、子どもを取り巻く環境に焦

点を当てて問題解決に当たる」とされ、以下のよ

うな役割を担っている（文科省，2009a；文科省，

2009b）。

①問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き

掛け

②関係機関等とのネットワーク構築、連携・調整

③学校内におけるチーム体制の構築・支援

④保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提

供

⑤教職員等への研修活動

公立学校における学校臨床の現状と課題 （35）



２.３.ＳＣとＳＳＷの共通点

　共通点としては、「専門性」と「外部性」の２

点があげられている（文科省，2009b）。専門性

とは SCや SSWに任用されるための資格に関す

る専門性であり、外部性とは、教職員ではない独

立したスタッフとして位置づけられることで、児

童生徒、教職員、保護者のどの立場からも相談し

やすい体制のことである。

　例えば、児童生徒にとっては、SCが評価者と

して日常接する教職員とは異なることで、教職員

や保護者に知られたくない悩みや不安を安心して

相談できる、教職員からは、保護者と教職員との

間で、第三者として架け橋的な、仲介者の役割を

果たしてくれるなどとしている。

２.４.ＳＣとＳＳＷの相違点

　相違点は、SCは人の心理（内面）に焦点を当

て個人の変容を目的とするが、SSWは人と環境

との関係に焦点を当てるエコロジカルな視点にあ

るとしている。たとえば、文科省は SSWの職務

内容に対象として生徒・児童は含めていないとさ

れる（合田，2009）。

　文科省の表現を具体的に述べたものとしては、

八木（2010）は、SCは学校で出会った子ども達

に対して内面の理解や葛藤に焦点を当てて、受容

しつつも明確化して、場合によれば直面化して

葛藤の解決をはかるのが中心的活動であるとする。

一方、SSWはその子どもの「環境」（学校や家庭、

地域）を十分に把握して、その子どもを援助する

にはどういう社会資源を活用、改善、開発したら

良いかという支援のネットワーキングやチームア

プローチをはかっていくことが中心的活動である

としている。

　しかし、対人援助という近接領域であるがゆえ

に、個々の活動においては重なる部分が少なくな

いと言われており、役割が曖昧になってくる場合

が想定されている（文科省，2008a）

２.５.スクールカウンセラーの職務実態

　SCは、学校で様々なケースに関わっている。

その中でも、SC でありながら、SSW 的な役割

を担っていると考えられる想定事例をあげてみた

い。

＜問題行動が頻発する生徒＞

　複数の先生方がその時々で生徒に関わってい

る現状があり、関わっている先生方それぞれから

SCが相談を受けるということがあった。そのた

め、ケース会議の提案を SCのほうから行い、担

任、学年主任、生徒指導担当者、特別支援コーデ

ィネーター、SCが参加。先生方と情報共有を行

ったところ、限定された対人関係や新しい場面が

とても苦手で見通しがもてないとパニックになっ

てしまうことがわかり、発達障害の可能性も示

唆された。そこで、この生徒のどこが苦手でどこ

が得意なところなのかについてのアセスメントが

必要ということになり、母親面接を通じて、発達

相談を請け負ってくれる外部機関にリファーした。

その上で、学校内でどのように生徒に接していく

のか、クールダウンの場所はどこにするのかなど

具体的に話し合いを行った。

　このケースでの SSW的な役割としては、ケー

ス会議を設定したところや、リファー先を紹介し

たという点にある。

２.６.ＳＳＷの職務実態

　SSWに関しても SC同様、様々なケースに関

わっている。その中でも、SSWでありながら、

SC的な役割を担っていると考えられる想定事例

をあげてみたい。

＜授業中離席が多い児童＞

　小学校に SCが派遣されていないため、学校側

から SSWに要請の連絡が入り、保護者に面接を

行ったところ、家庭の経済状況が大変であること

とともに、保護者としての苦悩や子育てに関する

相談があった。そこで SSWは、福祉的サービス

活用の必要性とともに、保護者としての苦悩や子

育てに関しての心理的ケアが必要と考えられたが、

担当できる人材がいなかったために、SSWが継

続相談に応じた。このケースでの SC的な役割と

しては、心理的ケアを SSWが継続的に担ってい

くことにあると考えられる。

２.７.ＳＣとＳＳＷの理想的な協働

　文科省（2009b）によれば、SC と SSW の両

大橋智樹・今野　舞（36）



者がいれば、明らかに違う専門と仕事であるとし

ている。その上で、児童虐待を始めとした子ども

たちの問題が多様化していくということを考えれ

ば、どちらの機能も必要であるが、同じ人がどち

らも兼ねるのは難しいと指摘する。この考えに基

づけば、SCと SSWが役割分担をしながらケー

スに関わっていくことが望ましいといえよう。想

定事例を基に、SCと SSWの理想的な協働につ

いてあげる。

＜不登校児への支援＞

　不登校の理由がわからず、理由を求めて SCに

つながった。面接を重ねるごとに、本人への対応

をどうしていくか、母親の心理的負担がとても強

いということが語られるようになった。そこで、

保護者の心理的ケアを SCが担当し、担任がどの

ように母親や本人にアプローチしていけばよいの

かというケース会議の設定などを SSWが担った。

この事例から言えることは、SCは専門であるカ

ウンセリングをしていること、また SSWは専門

であるケース会議の設定やコーディネートを行っ

ていることといえるだろう。また、それぞれが持

っている情報をケース会議で共有することで、支

援の方針が決まり、その方針に基づいてそれぞれ

が支援に自信をもって関わることができるという

こともいえるだろう。

　また、ケース以外で SCと SSWの協働する場

面としては、校内研修がある。SCと SSWの２

人が講師になり、SCと SSWの役割の違いを先

生方に理解してもらうこともできるだろう。そう

することで、それぞれの専門性がより発揮される

ものと考えられる。

３．相談体制における課題

　SC、SSW の現状から、相談体制における課

題を見出していきたい。

３.１.資格の多様性

　文科省（2009b）によると、現状の SCの資格

要件としては、「SC 等活用事業費補助金取扱要

領」に定められているように、財団法人日本臨床

心理士資格認定協会の認定による臨床心理士や精

神科医及び心理学系の大学教授などの心理学領域

に関する大学院レベルの知識及び実務・研究等を

通じて臨床経験を有するものを、原則「SC」と

している。

　また、同補助金取扱要領において、SCが不足

している地域では、心理臨床業務又は児童生徒を

対象とした相談業務について一定の経験を有する

者を「SCに準ずる者」として任用できることと

している。「SC に準ずる者」とは、日本教育カ

ウンセラー協会が認定している｢教育カウンセ

ラー｣、学会連合資格学校心理士資格運営機構が

認定している「学校心理士」、日本心理学会が認

定している「日本心理学会認定心理士」、日本産

業カウンセラー協会が認定している「産業カウン

セラー」、また社会福祉士や精神保健福祉士にお

いても SCに準ずる者として採用されている場合

もある。

　これらの資格は社会的認知を得ようとしている

が、それぞれの資格の性質の違いを擦り合わせる

ことは困難であり、むしろカウンセリングの資格

が統一化されていないことによって、かえって資

格に付与される社会的意味がなくなっている感が

あるとの指摘もある（岡田，2001）。

　一方で SSWの資格要件としては、社会福祉士

（46.7％）、精神保健福祉士（24.0％）、教員免許

（20.0％）、心理に関する資格（18.7％）となっ

ている。

　なお、文科省（2008b）によると、宮城県内

で活動している SC が84名、仙台市 SC におい

ては79名が活動しており、宮城県 SCと仙台市

SCは重複して活動している人もいる。また、宮

城県内で活動している SC のうち、臨床心理士

資格者数は84名のうち57名であり、仙台市に

おいては、79名のうち59名である。一方、宮

城県内で活動している SSWは10名（村上他，

2010）である。

　これらから SCに関しては採用者が増えること

で、臨床経験の少ない者や学校現場についての

理解が不足している者を任用せざるを得ないな

ど SCの質の低下も懸念されているが、SCの資
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質の均質化については各教育委員会に任せている

（文科省， 2009b）のも事実である。

３.２.対象の多様性

　職務上関わる対象においては、SCも SSWも

複数の対象がある。例えば学校内では、児童生徒

はもちろんのこと、担任、生徒指導担当者、教育

相談担当者、進路指導担当者、特別支援コーデ

ィネーター、SC担当者などがいる。また、家庭

に目を向けてみると、保護者、兄弟姉妹、祖父母

などがいる。さらに地域に目を向けてみると教育

関係機関（例えば教育委員会等）、福祉関係機関

（例えば児童相談所等）、保健関係機関（例えば保

健所等）、警察関係機関、その他の関係機関（例

えば家庭裁判所等）があげられるだろう。

　これらの複数の関係者と関わることで、SCや

SSWが発揮する専門性や役割がその時々で異な

ってくる。

３.３.勤務条件の多様性

　各都道府県や政令指定都市、または各市町村に

おける勤務条件は財政の問題も絡んでくるため、

異なってくるだろう。ここでは、宮城県と仙台市

を中心に概観していく。

　SCに関しては、宮城県と仙台市で勤務条件が

異なる。宮城県においては、各学校の状況により、

年間勤務日数や勤務時間が異なる。例えば、規模

が大きい学校においては、年間37日勤務で１回

あたりの勤務時間が８時間の学校がある。一方、

学校規模も小さく相談件数も少ない場合には、年

間29日勤務で１回あたりの勤務時間が４時間で

あったりするが、１中学校に１人の SCを配置し

ている。このように宮城県においては、毎年学校

状況や相談状況に応じて年間勤務日数や勤務時間

を県教育委員会が決定している。

　一方、仙台市の SC勤務条件としては、１中学

校には原則週２日、１回あたり７時間で勤務する。

しかし、SCの雇用形態としては、週１日、週２

日、週４日の形態がある。そのため、SC２人体

制を推進している。週２日の雇用形態の SCに関

しても、１中学校に週２日勤務するのではなく、

週１日ずつ２校を担当するという形態をとってい

る。そのため、勤務日数が多い SCほど、学校数

も多く掛け持つことになる。

　宮城県内で活動している SSWの勤務条件とし

ては、SSWは、配属された自治体内の全ての小・

中学校を管轄し、原則週１日の勤務である。勤務

時間に関しても各自治体で異なるのが現状である。

また、共通していることは、SC、SSWともに、

人材確保の問題がある。SCに関して言えば、都

心部には有資格者が多い傾向にあるが、郡部には

少ないという問題点がある。そのため、都心部か

ら郡部に長距離勤務を強いられている場合も多く

見られ、勤務条件によっては負担が大きい SCも

いることになる。

３.４.派遣元の多様性

　上述のように、宮城県と仙台市で勤務条件が異

なる以上に、派遣形態も多様である。

　宮城県内では、県立の学校に対しては県教育委

員会から直接派遣され、仙台市を除く市町村立の

学校に対しては市町村教育委員会の要請に基づい

て県教育委員会から派遣されている。一方、仙台

市立の学校に対しては仙台市教育委員会が県と

は独立に SCを派遣している。ただし、仙台市以

外の市町村立の学校では、県からの派遣に加えて

市町村が独自に SCを派遣しているケースもある

（大崎市、岩沼市、松島町、大和町）。したがって、

県内の SCは、県からの派遣、市町村の要請に基

づく県からの派遣、県からの派遣に加えて市町村

も独自で派遣、仙台市からのみの派遣、という４

つの派遣形態があることになり、一つの学校の中

で複数の派遣形態の SCを受け入れているケース

もある。なお、宮城県からは仙台市立を除く小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校（いわゆる

中高一貫校）へ、仙台市からはこれらに加えて特

別支援学校へも SCを派遣している。

　一方、SSW の派遣に関しては、県派遣の SC

と同様の派遣形態である。しかし SCとの大きな

違いは、SSWは、各自治体に１人が派遣されて

いるため学校に１人という学校単位の派遣ではな

い。
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３.５.所属の不確実性

　SC や SSW は、文科省が提言（2009b）して

いるように「外部性」を前提としており、また学

校に同業種が複数の人数が存在しないということ

が多い。そのため、SCや SSWは学校内で孤立

化する必然性を持つ。

　具体的には、SCは非常勤職員であり、しかも、

他に所属をもたないケースも多い。そのため、仕

事上で迷ったときや困ったときに相談できる人が

なかなかいない現状から、一人で抱えてしまうこ

とが多い。

　現在では、個人契約のもとに、各個人がスーパ

ーバイズ（以下、SVと略記）を受けているのが

現状である。しかし、必要に応じて相談できる

SVを見つけるまでどうしても抱え込んでしまう

ことがある。これらの問題をなくすために、教育

委員会でも SV制度なども用意しているが、スー

パーバイザーがどのような人なのか、どのような

専門性を有しているのかなどのスーパーバイザー

の人間性などがわかって安心できないと、なかな

か SVにつながるのも難しく、SVを受けるのを

ためらってしまうのも現状であろう。

　また SSWに関しては、SC同様非常勤職員の

身分であるが、ほとんどの SSWは、病院ソーシ

ャルワーカーなどの主務の合間に SSWに従事し

ていることもあり、SCほど孤立化を招く可能性

は低いと考えられる。

４．まとめ

　SC 制度や SSW 制度、そして、SC と SSW

の協働の現状について概観してきた。これらを基

に現状をまとめてみたい。

　まずは、SC 制度においても、SSW 制度にお

いても、文科省が推し進めた制度である。しかし、

SC 導入後は、文部省はこれを「概して好評」

と評価（村山・伊藤，2000）したとする一方で、

文部省や各都道府県が SCに求める専門性や役割

に関しては非常に曖昧なままに放置し、漠然と臨

床心理士等を SCとして活用することが強調され、

スクールカウンセリング活動は、個々の SCの受

けた教育を背景に SCの裁量によって独自に取り

組みがなされてきた（今田・後藤・吉川・石隈，

2001）。SSW導入に関しては、導入当初から「懸

念」があり、SSWの職務内容は具体化されてこ

なかった。したがって、教員から見ても SC と

SSWの違いは理解されていないのも当然と考え

られる。また、現状としては、SCも SSW的な

活動をしたり、SSWも SC的に動くなど、実態

としての差はない場合があることも、今回改めて

明らかになった。

　これらは、山本（2007）も示しているように、

これまでの歴史の中で心理臨床家たちは、個人

療法などを中心に個人との契約で成立していた背

景があることも影響していると考えられるだろ

う。しかし、スクールカウンセリングは、文科省

という「教育行政」によって位置づけられ制度と

して展開し、拡大していった。つまり、教育委員

会、学校長の方針によっても左右され、組織の一

員として活動することになった。そのため、SCは、

システムの中で自分が動いているということをよ

く自覚をしなければならない（山本，2007）。

　現在は、SSWの数の少なさもあって大きな混

乱は見られないが、SC、SSW を含めた学校臨

床現場の相談体制における課題を整理することの

重要性が確認されたと言えるだろう。

５.今後の改善点

５.１.「外部性」を守るための方策

　外部性を守ることは前提となるため、外部性を

守っていくためにも、「SC の所属に関して」と

「SC のストレスマネジメント対策」の２点から

改善策について述べる。

５.１.１.ＳＣの所属

　SC は文科省事業として臨床心理士などが学

校で勤務するようになって15年が経過している。

SC制度の拡大を受け、新規 SCとして、大学院

を修了してすぐに SCに採用になる者も最近は増

加している。そのため、山本（2007）が示すよ

うに、最初は多かれ少なかれ勤務場所で「自らの

居場所」を確保し、「適切な役割」を見出すのに
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苦労している人は多いといえよう。

　これは、初めて採用になった SCだけの問題で

はなく、SC勤務暦が長い人においても、学校が

変われば学校のニーズの把握や自分の役割を見出

すのに、苦労することがある。SCの勤務形態に

関して岡田（2001）は、学校から SC への評価

として、非常勤で勤務回数を増やし、週３日勤務

にする希望が最も多く、次いで常勤化が要求され

ていたことがあげられているとする。

　しかし、学校に毎日 SCがいることは、内部の

人間として固定化されてしまう危険性があり、外

部性が保てなくなる危険性につながってくるとも

考えられる。週あたり数回の勤務だからこそ、教

師、児童生徒、保護者からの相談業務に客観的な

視点を持って対応することができるのであろう。

　外部性を保ちつつ、SCの勤務場所の確保とい

う点においては、たとえば「学校臨床センター」

の所属組織の設置が望まれるだろう。SCはこの

センターに出勤し、ここから各勤務校に移動し、

またこのセンターに戻ってくる。センターでは、

それぞれの SCのケース情報共有や、対応に関す

るミーティングなどを実施することで、孤立化と

無所属の解消だけでない、複合的な問題の解決が

期待されよう。

５.１.２.スクールカウンセラーのストレス、バ

ーンアウト

　SCは一人職場であるがゆえに、一人で抱え込

んでしまいやすいことは、想像しやすいであろう。

またそれぞれの学校のニーズや相談体制の違いか

らストレスを感じることは多々あると思われる。

SCはバーンアウトに陥りやすいという研究など

からも SC自身ストレスの多い業務であるという

ことはいえるだろう（萩野・今津・岩崎，2001）。

また、岡田（2001）が指摘しているように、SC

として配置されたときに、学校といういわば異

文化への適応が必要であること、そのため SCは、

学校文化への理解を予め深めておくことが要求さ

れていることからもわかるように、異文化適応す

るまでの間だけでも、情緒サポートが受けられる

のとそうでないのとでは、自分の業務に対しての

自信の程度も変わってくると思われ、SCをサポ

ートしてくれるシステムの設置が必要であると考

えられる。

　この点について山田・菊島（2007）は、学校

の中でいわゆる異質な専門職として活動を維持発

展させるためには、多くの専門的なスキルや、新

しい知識の習得活動、これに加えて情緒面を含め

たソーシャルサポートが必要であり、SCのバッ

クアップ体制の必要性についても述べている。

　専門職としての質を向上させていくためにも、

必要なときに、必要な技術や情報の習得ができる

体制が必要であるといえよう。たとえば、初任研、

５年研、10年研などの制度が整えられている教

師の研修制度や家庭裁判所調査官の研修制度など

は参考になるかもしれない。

５.２.ソーシャルワーカー的活動への支援の必

要性

　SCと SSWの職務実態からも明らかになった

ように、実態としては SCにもソーシャルワーク

的な活動は求められ、SSWにも SC的な活動が

求められているのが現状である。SCの視点から

考えると、ソーシャルワーク的な学びが SCの教

育カリキュラムには含まれておらず、SCの教育

カリキュラムについては、検討が必要であろう。

カリキュラム検討については、SCに臨床心理士

資格が強く関連するため、大学院での教育カリキ

ュラムの検討ということになる。現在の臨床心理

士の業務としては、臨床心理査定、臨床心理面接、

臨床心理的地域援助、それらの研究調査等であ

る（臨床心理士資格審査規定第11条）の４点が

あげられている。しかし、臨床心理士の職域、業

務内容は幅も広く、臨床心理士の全てが SCにな

るわけでもない。そのため、大学院のカリキュラ

ムだけで、全てを網羅できるわけではないといえ

よう。そのため、学校現場に赴く SCについても、

そこで求められる業務を検討し、その業務に応じ

た内容の教育カリキュラムが必要であろう（岡田，

2001）との考え方がある。しかし、教育カリキ

ュラムの改善などにはかなりの時間を要すること

などを考えれば、当面は、金澤（2009）が指摘
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するように、まずは互いに「わからないこと」を

聞きあうことができ、いつでも協力し合える関係

作りが必要であると考える。

５.３.ＳＣとＳＳＷが理想的協働するためには

　大前提として、SCや SSWを派遣する文部科

学省や各自治体の教育委員会が、これらの専門職

をどのような位置づけのもとに派遣をしているの

かを明確にすることが必要だろう。派遣する側が

派遣する意図を明確にしていないと、派遣される

SCや SSWに混乱が生じることはもとより、SC

や SSWについて必ずしも専門的な知識を持たな

い学校現場の理解に混乱が生じることは当然であ

ろう。

　この基盤をきちんと整備した上で、文科省の描

くように、SC は生徒の内面に注力し、SSW が

環境を整備する分業と、有機的な連携の構築が望

まれることになる。具体的には、SCが児童生徒、

また保護者などのカウンセリングをしながら問題

解決を目指していき、SSWは児童生徒を取り巻

く環境に焦点を当てながら問題解決を目指してい

くという分業が可能になる。

　また、SCと SSWの有機的な連携によって、

より幅広い視点でケースに関わることも期待され

る。すなわち、SC、SSW、担任などの教員でケ

ースに関わり、ケース会議等を通して、現在の状

況や今後の見通しを共有し、それぞれが誰にどの

ように関わりをもっていくのかという役割分担が

明確化するからである。そのためにまずは、外部

の専門家である SCと SSWがお互いの職務内容

を理解すること、そしてケースを通して、お互い

の考え方や人間性を共有することがスタートにな

ると考える。
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